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１ 社会福祉法人とは１ 社会福祉法人とは１ 社会福祉法人とは１ 社会福祉法人とは

社会福祉法人とは，社会福祉事業を行うことを目的として，社会福祉法（昭和２６年法律第

４５号。以下「法」という。）第２２条の定めるところにより設立された法人です。

ここで言う社会福祉事業とは，法第２条により規定されている第一種社会福祉事業および第

二種社会福祉事業であり，広い意味で社会福祉を目的とする事業と言われているものであって

も，これらの事業以外は含まれません。したがって，法第２条に定める事業を本来の目的とし

なければ，社会福祉法人としては認められません。

社会福祉法人制度は，民間社会福祉事業の公共性と純粋性を確立するために，一般社団法人

または一般財団法人とは異なった組織の特別法人を創設しようとするものであり，社会福祉法

人以外のものは，その名称に「社会福祉法人」またはこれに紛らわしい文字を用いてはならな

いと規定され，名称の保護が図られています。（法第２３条および第１３条）

また，社会福祉法人が事業を行うに当たっての「経営の原則」が定められており，社会福祉

法人は，社会福祉事業の主な担い手としてふさわしい事業を確実，効果的かつ適正に行うため，

自主的にその経営基盤の強化を図るとともに，その提供する福祉サービスの質の向上，事業経

営の透明性の確保を図ることが求められています。（法第２４条）

２ 函館市内の社会福祉法人数２ 函館市内の社会福祉法人数２ 函館市内の社会福祉法人数２ 函館市内の社会福祉法人数

函館市所管 ３２

法 人 数 北海道所管 ４

計 ３６
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